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il雑"

ij報"

北
海
道
大
A与

ーナ

法
(蛍

緊岳
曲法
O 堂
告会
百記
品事
和
四
O 
年
八
月

活学会記事

一
、
四
月
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「
唐
末
五
代
の
文
巨
と
武
臣
」
報
告
者
西
川

出
席
者
一
六
名

わ
が
国
で
は
武
家
(
幕
府
)
政
治
が
長
く
続
い
た
が
、
中
国
で
は
一

貫
し
て
文
区
げ
が
武
直
よ
り
尊
ば
れ
、
権
力
を
握
る
伝
統
が
あ
る
よ
う
だ
。

そ
の
伝
統
が
、
中
国
の
戦
国
時
代
と
も
い
わ
れ
る
「
唐
末
五
代
」
に
も

底
流
と
し
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
近
代
的
文
民
優
位
の
原
則
と
関
連
は
全

く
な
い
の
か
な
ど
考
え
つ
つ
、
興
味
を
も
っ
て
き
く
。

二
、
五
月
一
四
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「

内

外

学

界

情

報

」

報

告

者

各

部

門

よ

り

一

名

懇
談
部
門
お
よ
び
発
話
者

政
治
学
(
松
沢
〉
、
公
法
学
(
今
村
・
深
瀬
〉
、
刑
法
学
(
小
暮
〉
、

私
法
学
・
経
験
法
学
(
米
倉
〉
、
民
事
訴
訟
法
学
(
小
山
)
、
法
社

会
学
(
能
勢
〉
、
法
哲
学
(
中
村
・
能
勢
〉
、
比
較
法
学
(
五
十

嵐
〉
、
日
仏
法
学
(
中
村
)
、
英
米
法
学
(
熊
本
)
、
そ
の
他
。

出
席
者
二
五
名

非
常
に
盛
り
沢
山
で
、
や
や
吃
が
し
過
ぎ
た
が
、
法
学
・
政
治
学
全

正

夫

般
の
現
況
や
将
来
に
つ
き
一
応
の
イ
メ
ー
ジ
を
え
た
。
若
干
の
ヒ
ン
ト

も
あ
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
専
門
化
し
過
ぎ
て
こ
っ
た
頭
の
あ
ん
ま
と
し

て
時
々
必
要
だ
ろ
う
。

三
、
五
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「
サ
ム
エ
ル
フ
ソ
ン
・
宗
教
と
経
済
行
動
l

l
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

l
批
判
」

(
ω
E
E
m一回
2
r
m乙
品

5
5
2
9ロ
3
2戸口

p
n
z
c
p
o
g
z
g
h

宮
山
凶
名
目

g
ニ
也
勾
・

F
5
2
)
紹

介

・

書

評

荒

木

俊

夫

出
席
者
二
二
名

ウ
ェ

l
パ
l
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の

精
神
」
に
対
す
る
著
者
の
批
判
を
中
心
に
紹
介
、
そ
の
批
判
の
妥
当
性

に
つ
い
て
、
懇
談
。

四
、
六
月
一
一
日
(
金
〉
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

。
「
憲
法
第
九
条
と
日
本
の
防
衛

l

|
米
国
の
極
東
戦
略
を
中
心
と
し

て
ー

l
」

報

告

者

永

井

陽

之

助

出
席
者
二
一
名

日
本
国
憲
法
第
九
条
制
定
の
背
景
に
在
っ
て
、
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
れ
て
対
立
し
て
い
た
米
国
の
極
東
政
治
・
戦
略
思
想
(
マ
カ
l
サ
1

・

ニ
ュ

l
デ
1
ラ

l
、
国
務
・
国
防
省
、
ボ
l
ト
ン
・
グ
ル
ー
プ
。
ケ
ナ

ン
ら
国
務
省
政
策
作
成
顧
問
)
の
結
介
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
の
米
国

の
極
東
戦
略
の
推
移
と
わ
が
国
の
防
衛
の
あ
り
方
に
論
及
、
豊
富
斬
新

な
立
論
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
的
発
想
に
立
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
の
批
一
評
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
感
想
を
裏
づ
け
る
具
体
的
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報

論
証
は
な
か
っ
た
。
平
和
や
防
衛
の
問
題
に
つ
い
て
、
改
め
て
冷
静
・

本
格
的
に
勉
強
す
る
心
要
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

五
、
六
月
二
五
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「
自
己
防
衛
権
の
国
際
法
的
・
園
内
法
的
側
面
」

報

告

者

国

際

法

上

の

自

衛

権

鳥

居

信

之

刑

法

上

の

正

当

防

衛

小

暮

得

雄

出
席
者
二
ハ
名

国
際
法
上
の
自
衛
権
が
極
め
て
伸
縮
性
に
富
む
概
念
で
あ
る
こ
と
を

歴
史
的
事
例
に
即
し
て
詳
細
に
紹
介
、
第
二
次
大
戦
後
(
自
衛
権
を
拡

張
す
る
傾
向
に
あ
る
)
現
在
の
状
況
は
第
一
次
大
戦
後
と
基
本
的
に
は

変
ら
な
い
と
指
摘
し
、
従
来
の
自
衛
権
概
念
の
根
本
的
再
検
討
の
必
要

を
示
唆
す
る
。
刑
法
上
の
正
当
防
衛
概
念
が
、
歴
史
的
に
み
て
、
「
自

然
の
法
」
と
し
て
出
発
し
、
次
第
に
「
つ
く
ら
れ
た
法
」
と
し
て
拡
張

さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
適
用
例
に
つ
い
て
綴
密
な
解
説
が
あ
っ
た
。

相
対
比
し
て
興
味
深
い
。

研
究
会
終
了
後
、
小
暮
助
教
授
渡
独
歓
送
パ

l
テ
ー
を
行
な
っ
た
。

六
、
七
月
九
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「

ド

イ

ツ

に

お

け

る

法

学

教

育

」

報

告

者

小

山

弁

出
席
者
二
ニ
名

ド
イ
ツ
の
法
学
部
の
教
育
の
仕
方
・
内
容
に
つ
い
て
、
ハ
ン
ブ
ル
グ

大
学
の
講
義
等
課
目
お
よ
び
時
間
表
を
例
示
し
つ
つ
、
詳
細
な
説
明
を

ユ
1
プ

ン

グ

セ

ミ

ナ

ー

ル

コ

ロ

キ

ウ

ム

受
け
た
。
主
講
義
・
補
充
講
義
・
練
習
・
演
習
・
自
由
討
論
・
司
法
試

験
受
験
用
模
擬
試
験
生
す
わ
が
国
と
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
と
こ
ろ
あ
り
。
司

雑公法研究会記事

法
試
験
受
験
準
備
の
要
素
が
強
い
由
。
ド
イ
ツ
法
曹
の
ラ
イ
ト
ビ
ル
ト

(
理
想
像
〉
は
、
真
実
を
み
ぬ
く
力
を
も
っ
た
正
義
感
の
鋭
い
社
会
的
事

象
を
理
解
す
る
力
の
あ
る
法
律
的
構
成
力
を
も
っ
た
決
断
力
あ
る
人

間
:
:
:
だ
と
の
こ
と
。
学
生
の
多
く
は
悪
し
き
実
利
主
義
で
浅
薄
な
法

技
術
者
に
な
り
そ
う
、
と
な
げ
か
れ
る
向
あ
り
。
複
雑
多
岐
な
現
代
法

を
理
解
さ
せ
、
し
か
も
「
想
想
像
」
の
法
曹
た
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
。
教
育
過
程
全
体
に
ま
で
及
ぶ
問
題
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ

ン
ス
お
よ
び
わ
が
国
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
も
話
し
合
う
。

O

七
月
二
一
一
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り
四
時
半
ま
で
、
金
沢
先
生
を

囲
ん
で
法
学
会
員
親
睦
の
碁
会
を
行
な
っ
た
。
ク
ラ
l

p
会
館
合
宿
室

に
集
う
も
の
一

O
名
、
新
進
某
助
教
授
が
「
強
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
た

り
、
某
教
授
の
「
ゴ
ビ
の
砂
漠
包
囲
作
戦
」
(
成
功
?
)
の
雄
大
さ
に

金
沢
先
生
も
「
ホ
ホ
ウ
」
と
感
心
さ
れ
る
な
ど
j
i
-
-
-
懇
親
の
三
時
間

で
あ
っ
た
。

七
、
七
月
二
三
日
(
金
)
午
後
三
時
三

O
分
よ
り
六
時
ま
で
。

O
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
学
教
育
に
つ
い
て
」
懇
談

発

話

者

平

出

慶

道

金

沢

良

雄

出
席
者
一
八
名

ア
メ
リ
カ
の
ロ

l

・
ス
ク
ー
ル
は
、
四
年
の
大
学
を
終
え
て
後
の
過

程
で
、
実
務
教
育
に
徹
底
し
て
い
る
。
ガ
チ
勉
を
や
ら
ね
ば
つ
い
て
ゆ
・

け
な
い
。
大
学
に
は
そ
も
そ
も
勉
強
の
好
き
な
も
の
が
ゆ
き
、
も
の
す

ご
い
勉
強
を
す
る
と
こ
ろ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
木
の
よ
う
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な
ト
コ
ロ
テ
ン
式
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ド
、
プ
ロ
ブ
レ

ム
・
メ
ソ
ド
、
ク
リ
ニ
カ
ル
・
メ
ソ
ド
、
レ
ク
チ
ャ
ー
・
メ
ソ
ド
、
セ

ミ
ナ
ー
と
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
参
考
に
な
っ
た
。

教
授
は
教
育
に
非
常
に
熱
心
、
七
年
に
て
へ
ん
有
給
休
暇
あ
り
、
フ
ル

に
研
究
で
き
る
の
は
う
ら
や
ま
し
い
。
ま
た
、
例
え
ば
原
子
力
法
に
つ

い
て
セ
ミ
ナ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
法
律
分
野
の
教
授
が
協
力
、
工
学
・
理
学

部
か
ら
も
招
へ
い
し
て
共
同
研
究
を
や
る
由
。
な
お
ア
メ
リ
カ
の
政
治

学
教
育
に
つ
い
て
も
富
田
教
授
よ
り
紹
介
あ
り
。
わ
が
法
学
部
の
教
育

の
仕
方
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
に
つ
い
て
、
本
格
的
に
再
検
討
し
、
改

革
充
実
を
企
て
る
機
が
熱
し
て
き
た
よ
う
だ
。

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
四
月
l
昭
和
田

O
年
八
月
〉

法学会・公法研究会記事

一
、
五
月
二
十
一
日
(
金
〉
判
例
研
究

O
行
政
手
続
に
お
け
る
適
正
手
続
の
保
障
(
判
例
時
報
一
三
ハ
一
号
一

六

頁

)

栃

内

昌

子

O
村
民
の
村
道
使
用
関
係
の
性
質
ほ
か
(
判
例
時
報
三
六
二
号
二

六

頁

)

鳥

居

信

之

O

小
学
児
童
の
教
科
書
代
を
、
父
兄
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
憲
法
に
違

反
す
る
か
(
判
例
時
報
一
一
一
六
一
二
号
九
頁
)
秋
山
義
昭

二
、
六
月
十
日
(
木
)
判
例
研
究

O
保
険
金
の
受
取
人
を
実
質
的
に
判
断
し
て
贈
与
税
の
決
定
を
違
法
と

し

た

例

(

判

例

時

報

三

六

回

号

二

三

頁

)

中

村

一

O
市
長
の
手
形
行
為
能
力
ほ
か
(
判
例
時
報
三
六
回
号
三

O
頁
)

能

本

信

夫

O
違
法
な
青
色
申
告
書
提
出
承
認
取
消
処
分
を
、
国
税
局
長
が
税
務
署

長
の
認
定
事
由
と
異
な
る
事
由
で
維
持
す
る
こ
と
の
許
否
(
判
例
時
報

三

六

六

号

一

一

回

頁

)

小

岩

洋

O

固
有
普
通
財
産
の
貸
付
契
約
と
借
地
法
の
法
定
更
新
ハ
判
例
時
報

一

ニ

六

六

号

一

一

九

頁

)

古

川

邦

雄

三
、
六
月
二
四
日
(
木
)
判
例
研
究

O

共
産
党
幹
部
の
歳
費
等
請
求
事
件
(
判
例
時
報
三
六
七
号
二
三
艮
)

笹

川

紀

勝

。
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
農
地
委
員
会
長
と
し
て
関
与
し
て
な
さ
れ

た
、
白
創
法
三
条
に
基
づ
く
農
地
買
収
計
画
樹
立
決
議
の
効
力
(
判
例

時

報

コ

一

六

七

号

二

三

頁

〉

千

葉

瑞

穂

。
千
葉
工
大
の
紛
争
調
停
申
立
却
下
処
分
事
件
(
判
例
事
報
三
六
八
号

二

頁

)

中

村

睦

男

四
、
七
月
二
日
(
金
)
判
例
研
究

O
市
長
村
長
の
家
賃
台
帳
登
載
行
為
と
行
政
訴
訟
(
判
例
時
報
三
六
八

号

二

六

頁

〉

今

村

成

和

O
公
法
人
に
属
す
る
公
法
上
の
債
権
者
代
位
(
判
例
時
報
三
九
号
三

八

頁

)

深

瀬

忠

一

O

滞
納
処
分
に
よ
る
動
産
差
押
の
黙
示
的
解
除
(
判
例
時
報
コ
一
七
二
号

二
O
頁

)

栃

内

昌

子

良

北法16(1・163)163 



報

五
、
七
月
十
六
日
(
金
)
判
例
研
究

O
東
京
駅
八
重
州
口
区
画
整
理
区
域
決
定
等
取
消
請
求
事
件
(
判
例
時

報

三

七

三

号

七

頁

)

鳥

居

信

之

O
自
動
車
運
転
免
許
取
消
処
分
が
違
法
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
事
例

(
判
例
時
報
三
七
四
号
二
頁
)

r

秋

山

義

昭

O

勤
評
長
野
方
式
違
憲
訴
訟
判
決
(
判
例
時
報
三
七
四
号
八
頁
)

中

村

良

一

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
四
月

l
昭
和
四

O
年
八
月
)

公法・刑事法研究会記事

一
、
五
月
二
十
二
日
(
土
〉
判
例
研
究

O

供
述
者
の
所
在
不
明
を
理
由
と
し
て
刑
訴
一
一
一
一
一
一
条
一
項
二
号
に
よ

り
検
察
官
の
面
前
調
書
を
証
拠
と
し
て
採
用
し
こ
れ
を
取
調
べ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
後
供
述
者
の
所
在
が
判
明
し
た
場
合
に
つ
き
、

ω
「
所
在
不
明
」
の
立
証
の
程
度
及
び
そ
の
方
法

ω
右
供
述
調
書
の
証
拠
能
力
は
、
供
述
者
の
所
在
判
明
に
よ
り
何
ら

か
の
影
響
を
う
け
る
か

ω
所
在
判
明
後
右
供
述
者
を
証
人
と
し
て
取
調
べ
る
こ
と
の
要
否

同
「
所
在
不
明
」
に
よ
る
二
号
書
面
に
つ
い
て
の
「
特
信
情
況
」
の

立
証
方
法

F
同
U

そ
の
他
裁
判
所
の
と
る
べ
き
措
置
と
し
て
問
題
と
な
る
点

猪

瀬

俊

雄

二
、
五
月
二
五
日
(
火
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
爆
発
物
取
締
罰
則
第
一
条
に
い
う
門
人
ノ
財
産
ヲ
害
セ
ン
ト
ス
ル
ノ

目
的
ヲ
以
テ
爆
発
物
ヲ
使
用
シ
タ
」
罪
の
構
成
要
件
(
刑
集
一
八
巻
一

号

一

一

良

)

栃

内

昌

子

O

傷
害
致
死
の
原
因
た
る
暴
行
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
(
刑
集
一
八

巻

一

号

一

三

頁

)

千

葉

瑞

穂

O

刑
法
第
一
八
九
条
の
「
発
堀
」
の
意
義
(
刑
集
一
八
巻
三
号
九
九

頁

)

古

川

邦

雄

三
、
六
月
八
日
(
火
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

売
春
防
止
法
第
一
一
条
第
二
項
の
「
売
春
を
行
う
場
所
を
提
供
す
る

こ
と
を
業
と
し
た
者
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
(
刑
集
一
八
巻
二

号

四

コ

一

百

円

)

後

藤

徹

O
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
八
号
に
い
わ
ゆ
る
「
駐
車
」
に
あ
た
る
と

さ
れ
た
事
例
(
刑
集
一
八
巻
三
号
八
五
頁
)
小
暮
得
雄

O

あ
ん
摩
師
は
り
師
き
ゅ
う
孝
及
び
柔
道
整
復
師
法
第
一
二
条
に
い
う

「
医
業
類
似
行
為
」
と
い
う
事
の
概
念
が
明
確
で
な
い
か
が
問
題
と
さ

れ
た
事
例
(
刑
集
一
八
巻
四
号
一
四
四
頁
)
鳥
居
信
之

四
、
六
月
二
六
日
(
土
)
判
例
研
究

O

既
遂
後
の
窃
盗
犯
人
と
共
同
し
て
鮭
物
を
運
搬
し
た
者
は
本
犯
が
既

物
罪
に
問
わ
れ
な
く
と
も
肱
物
運
搬
罪
の
責
を
免
れ
な
い
(
昭
和
三
五

年
一
二
月
二
二
日
最
高
裁
決
定
、
昭
和
三
九
年
一
月
二
九
日
札
幌
地
裁

判

決

)

千

葉

健

夫

五
、
七
月
六
日
(
火
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究
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犯
罪
後
の
法
律
に
よ
る
刑
の
変
更
と
事
物
管
轄
(
刑
集
一
八
巻
二
号

四

八

頁

)

松

田

武

O

刑
法
第
七
条
の
公
務
員
に
該
る
と
さ
れ
た
事
例
ハ
刑
集
一
八
巻
五
号

二

三

六

頁

)

中

村

良

一

O 

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
田

O
年
四
月

1
昭
和
四

O
年
八
月
)

刑事法・政治学・民事法研究会記

て
読
書
会
〈
毎
月
二
四
輪
番
制
)

O
回

2
5己
【
U
2
n
r
u
H
2

門
庄
内
ロ
包
三
宮
一

Fra-

二
、
七
月
一
四
日
(
水
)

O

C
・E
-
プ
ラ
ザ
グ
教
授
を
囲
む
座
談
会

「
近
代
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

一
三
、
八
月
七
日
(
土
)

「
伊
藤
博
文
の
政
治
思
想
」

陽

松

沢

守ム

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
田

O
年
四
月
l
昭
和
四

O
年
八
月
)

一
、
五
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

抹
消
回
復
登
記
に
つ
き
「
登
記
上
利
害
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
第
三
者
」

に
当
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
六
号
一
一
九
八
頁
)

半

田

正

夫

O

知
事
の
許
可
を
条
件
と
す
る
農
地
の
売
買
契
約
に
お
い
て
こ
れ
を
転

売
し
た
と
き
に
は
売
主
は
転
買
人
の
た
め
に
右
許
可
の
申
請
手
続
を
す

る
旨
の
合
意
の
効
力
(
民
集
一
七
巻
一
一
号
一
五
四
五
頁
)

米

倉

明

。
民
法
第
七
七

O
条
第
一
項
第
二
見
方
に
い
う
悪
意
の
遺
棄
に
当
ら
な
い

と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
七
号
一
四
六
一
一
員
)
石

川

恒

夫

O
民
法
第
八
一
四
条
第
一
項
第
三
号
の
離
緑
原
因
に
あ
た
ら
な
い
事
例

(
民
集
一
八
巻
七
号
一
一
二

O
九

頁

)

山

畠

正

男

二
、
五
月
二
十
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

小
学
校
教
育
の
期
限
付
任
用
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
七
巻

三

号

四

三

五

頁

)

佐

保

雅

子

d
O
教
育
職
員
免
許
状
の
失
効
と
教
育
職
員
の
失
職
(
民
集
一
八
巻
三
号

四

一

一

頁

)

佐

保

雅

子

O

銀
行
が
商
法
第
一
八
九
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
負
担
す
る
債
務
は
商

事
債
務
か
(
民
集
一
八
巻
四
号
六
三
五
頁
)
藤
原
雄
三

O

結
納
の
返
還
義
務
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
七
号
一

一

二

九

四

頁

)

薮

重

夫

O
養
子
縁
組
の
追
認
と
民
法
第
一
一
六
条
但
書
の
類
推
適
用
の
有
無

(

民

集

一

八

巻

七

号

一

四

ニ

コ

一

頁

)

中

川

良

延

一
二
、
六
月
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

民
法
第
七
二
二
条
第
二
項
に
よ
り
被
害
者
の
過
失
を
劃
酌
す
る
に
つ

い
て
必
要
な
被
害
者
の
弁
識
能
力
の
程
度
(
民
集
一
八
巻
五
号
八
五
回
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， . 

頁

)

大

淵

武

男

O

い
わ
ゆ
る
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
振
り
出
さ
れ
た
約
束
手
形
を
本

人
み
づ
か
ら
振
り
出
し
た
も
の
と
信
じ
た
場
合
に
お
け
る
民
法
第
一
一

O
条
の
類
推
適
用
の
有
無
(
民
集
一
八
巻
七
号
一
四
一
二
五
頁
)

松

問

武

O

催
告
お
よ
び
右
催
告
期
限
徒
過
を
停
止
条
件
と
す
る
契
約
解
除
の
意

思
表
示
が
右
期
限
後
に
到
達
し
た
場
合
に
催
告
お
よ
び
解
除
の
意
問
主
衣

示
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
九
号
二

O
二
五
頁
)

川

井

健

報雑

四
、
六
月
一
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

建
物
を
所
有
し
て
土
地
を
権
原
な
く
占
有
す
る
者
が
建
物
居
住
者
に

お
い
之
建
物
を
明
け
渡
さ
な
い
た
め
土
地
の
返
還
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
に
も
土
地
不
法
占
有
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
と
す
る
と
さ
れ

た
事
例
(
民
集
一
八
巻
六
号
一
一
一
一

O
頁

)

菅

原

勝

伴

O
知
事
の
許
可
を
条
件
と
す
る
農
地
所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
の
適

否
(
民
集
一
八
巻
七
号
一
四

O
六

頁

)

竹

江

禎

子

五
、
七
月
二
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
受
益
者
が
詐
害
行
為
の
目
的
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
と

右
詐
害
行
為
取
消
請
求
(
民
集
一
八
巻
六
日
万
一

O
七
八
号
〉

後

藤

徴

。
手
形
を
所
持
し
な
い
手
形
権
利
者
の
裁
判
上
の
請
求
と
時
効
中
断
の

有

無

(

民

集

一

八

巻

九

号

一

九

五

二

頁

)

藤

原

雄

三

O

実
在
し
な
い
法
人
の
代
表
者
名
義
で
約
束
手
形
を
振
出
し
た
者
の
責

民事法研究会記事

任
(
民
集
一
七
巻
一
一
号
一
四

O
一

一

良

)

近

藤

弘

二

O

農
地
賃
貸
借
契
約
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
七
巻
二
一

号

一

八

二

七

頁

)

米

倉

明

六
、
七
月
一
六
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

期
間
の
定
め
の
な
い
建
物
賃
借
と
民
法
第
三
九
五
条
(
民
集
一
八
巻

五

口

万

七

九

五

頁

〉

五

十

嵐

清

O

不
法
行
為
に
よ
る
死
亡
に
基
づ
く
損
害
賠
償
額
か
ら
生
命
保
険
金
を

控
除
す
る
こ
と
の
適
否
(
民
集
一
八
巻
七
号
一
五
二
八
頁
)

薮

重
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